
八戸工業高等専門学校学寮給食、学生食堂及び売店業務仕様書 

 

１．事 業 名   

八戸工業高等専門学校学寮給食、学生食堂及び売店業務委託 

 

２．契約期間  

令和５年４月１日から令和６年３月３１日までとする。 

ただし、事業期間満了の４ヶ月前までに、相手方に対して別段の意思表示をしないとき

は、契約期間満了の時から更に１年間自動更新されるものとし、その後も同様とする。

その場合の延長期間は最長で令和１０年３月３１日までとする。  

 

３．委託場所   

八戸工業高等専門学校北辰寮、学生食堂及び売店 

（青森県八戸市大字田面木字上野平１６番地１） 

 

４．利用予定者数（平年実績による）  

学寮給食  約３３０名 

学生食堂  約３０名（１日当たり平均利用者数） 

売  店  約２８０名（１日当たり平均利用者数、うち弁当類購入者約４０名） 

 

５．業務委託内容 

   別紙１「八戸工業高等専門学校学生給食業務実施細目」及び別紙２「八戸工業高等専

門学校学生食堂及び売店業務実施細目」による 

 

６．業者の決定 

   別に定めた審査基準及び公募要領等に基づき八戸工業高等専門学校学寮給食等業務

委託事業者選定委員会において行う。 

 

７．契約書の作成  要 

 

８．契約保証金   免除 

 

９．その他   

その他不明な点は、本校職員の指示に従うほか、独立行政法人国立高等専門学校機構

契約事務取扱規則によるものとする。 

 


